
＜新待機児童ゼロ作戦＞  

集中重点期間の対応  目標一具体的施策  

働きながら子育てをしたい  

と願う国民が、その両立の  

難しさから、仕事を辞める、  
あるいは出産を断念すると  

いったことのないよう、   

○働き方の見直しによる  

仕事と生活の調和の実現  

O「新たな次世代育成  

支援の枠組み」の構築   

の二つの取組を「車の両輪」  

として進めていく。  

恩  
希望するすべての人が安  

心して子どもを預けて働くこ  

とができる社会を目指して  

当面、以下の取組を進めるとともに、集  

中重点期間における取組を推進する  

ため、待機児童の多い地域に対する重  

点的な支援や認定こども園に対する支  

援などについて夏頃を目途に検討  

恩  
＜10年後の目標＞  

・保育サービス（3歳未満児）の提供割合  

●20％→38％（※）   
【利用児童数100万人増（0～5歳）】  

・放課後児童クラブ（小学1年～3年）の   

提供割合19％→60％（※）   
【登録児童数145万人増】  

・○保育サービスの量的拡充と提   

供手段の多様化〔児童福祉法の   

改正〕  

●  保育所に加え、家庭的保育（保育マ   

言ミ、藤島構腰県警かり保  

●校就学後まで施策対象  

●  小学校就学後も引き続き放課後等の   
生活の場を確保  

●   

対策推進法の改正〕  

●  女性の就業率の高まりに応じて必要と  

已そ㌫蒜豊富轟穿厨甥を勘案  

●£葦至携接甜等のた  

⇒この目標実現のためには  

一定規模の財政投入が必要  

税制改革の動向を踏まえつつ、  卜
し
 
 
 

〕
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枠
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新
 
 
の構築について速やかに検討。  

保育施策を質・量ともに充  

実・強化するための「新待機  
児童ゼロ作戦」を展開  

（※）「仕事と生活の調和推進のための行動指針（平成19年12   

月）」における仕事と生活の調和した社会の実現に向けた各   

主体の取組を推進するための社会全体の目標について、取   
組が進んだ場合に10年後（2017年）に達成される水準  
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＜社会保障の機能強化のための緊急対策～5つの安心プラン～（概要）（抜粋）＞   

「将来に希望を持って安心して働き、安心して子どもを生み育てられること」、「病気になっても安心  

して医療を受けられること」、「いくつになっても安心して働き、住み慣れた地域や家庭で安心して暮ら  
せること」。これらは誰もが求める「安心」です。   

国家や社会に対する信頼の源は「安心」にあります。今日、わが国の社会保障の現状に対して国民が抱  
く不安や不満に鑑みると、直ちにこれらの「安心」につながる国民の目線に立ったきめ細かな方策を検討  
し、この1～2年の間に着実に実行に移していくことが必要です。   

「この国に生まれてよかった」と思える国づくりを進めるため、今求められている次の5つの課題につい  
て、緊急に講ずべき対策とこれを実施していく工程について検討を行い、「社会保障の機能強化のための  
緊急対策～5つの安心プラン～」をとりまとめました。  

1、高齢者が活力を持って、安心して暮らせる社会  

2 健康に心配があれば、誰もが医療を受けられる社会  

3 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

4 派遣やパートなどで働く善が将来に希望を持てる社会  

5、厚生労働行政に対する信頼の回復  

3 未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会  

育てについての希望と現実のかい離を解消し、未来を担う「子どもたち」を守り育てる社会を実  

謹讃㌶競牒苧㌘基盤を整備するとともに、子育て中の多様な働き方な  
（か保育サービス等の子育てを支える社会的基盤の整備等（※）集中重点期間（平成20～22年度）の目標   

1保育サービス：顕在化している待機児童数の解消を目指し、待機児童が多い地域を中心に、認定こども園、保育所、家庭的保育など多様な保育サービスにより、  
3歳未満児の利用児童数の増員のための緊急整備を行い、その結果保育サービスの提供を受ける3歳未満児の割合を26％（※10年間で20％  
→38％）に引き上げる。   

2 放課後児童クラブについても、サービスの提供を受ける児童の割合を32％（※10年間で19％→60％）とすることを目指し、放課後児童クラブの緊急整備を行う。  
※ これらの目標の実現のためには、一定規模の財政投入が必要（そのために必要な負担を次世代に先送りすることのないよう、必要な財源はその時点で手当）  
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＜ワークライフバランス行動指針（抜粋）＞  

数値目標  

訂値目標設定指‡票   現状  
日標値  

5年後（2012年） lO年後（2017年）   

25′～34歳 男性  903％   93～94％   93～94％  

25～44議 女性  649％   67～70％   69～72％  
就箕率  

就  （［、訓こも関わるものである）  

男  60一、一64歳 男女計 5269b   56～57％   60～61％  

65～69歳 男女言十 346％   37％   38一〉39％  

石的  

自 立 が                                                    （2〕  時間当たり矧動生産性の伸び率 （］、Ⅲにも関わるものである）   16％ （1996年～2005年度の10年間平   十＼十  24％（5割増） （2011年度）  

③  フリーターの数   1877〕人   こ－ク時の3／4に屈少   ⊂－リ時の2／3に腐少  

〔平成15年にじ－クの217万人）   （1628万人以下）   （1447ノラ人以下）   

］  

健   康  415％   60％   全ての企業で実施  

で  
力＼  

な   108ヲら   2割減   半減  

闘 云 
め の  466％   60％   完全甘買得  
時  
問  
が  
確  
保  235％   50％   80％   

で   

魯  テレワーカー比率   20％  
104％  （2010年まで）  

魚ト  東喜時間勤務を選択できる事某所の割合  
（短時間正社員制度等）   （参考）86％以下   10％   25％  

Ⅱ  
多  
様  
な                           田  自己琶発を行っている矧動看の割合   462％（正孝1員）   609ら一正社員）   70％「正社員〕   

234％（非正il員）   40％り巨正視賀）   50％「非正社員）  

さ  
巧  

4二 き  380％   45％   55％  

万  
が  
選  保育サービス（3歳末満児〕  29％   38％  
択 で  
き  

放課後児童クラブ＝」＼芋1年～3年）  
る  190％   40％   60％  

社  
拘  男女の育児休菓取得率   女性：723％   女性：80％   女作：80％  

男性：0．50％   男性：5％   芳†貰：10％  

⑯  6歳末満の子どもを毛つ男性の育児・   1［］当たり   

家事関連時間   60分   1時間45分   2暗闇30分  

5 数値目標（別紙1）   

仕事と生活の調和した社会の実現に向けた企業、働く  
者、国民、国及び地方公共団体の取組を推進するための  
社会全体の目標として、政策によって一定の影響を及ぼす  
ことができる項目について数値目標を設定する。この数値  
目標は、社会全体として達成することを目指す目標であり、  
個々の個人や企業に課されるものではない。10年後の目  
標値は、取組が進んだ場合に達成される水準（①個人の希  
望が実現した場合を想定して推計した水準、又は、②施策  
の推進によって現状値や過去の傾向を押し上げた場合を  

想定して推計した水準等）を設定することを基本とし、また、  
その実現に向けての中間的な目標値として5年後の 数値  

目標を設定する。  
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＜新待機児童ゼロ作戦に基づくニーズ調査の分析等に関する調査研究事業  

＜調査結果＞（抜粋）＞  

2．就学児：放課後保育ニーズ  

就学児の放課後保育ニーズは、就学前保育からの利用の継続性を重視し、就学直前の学年（本調査ではH14  

年生まれを対象としている）のサービス利用意向を用いて算出している。また、サービスの対象年齢は、自治体によ  

っても異なると考えられるが、国全体の集計としては、小学校1年～3年生（7～9歳）を対象として算出している。  

＜就学児二7～9歳＞  

就学児（7～9歳）の放課後児童クラブのサービス量は、「7～9歳」の児童数に潜在家庭類型構成比を掛け、さら  

に該当する家庭類型の利用意向（率）を掛けることで算出される。家庭類型（A，B，C，E）の構成比に利用意向率を  

掛け合わせたものの合計は、53．0％となる。これは、「7～9歳」の児童数全体に対するサービス量の比率を表して  

いる。従って、必要とされるサービス量全体（家庭類型ごとのサービス量の合計）は、家庭類型ごとのサービス量を  

積み上げる他、平成29年の児童数に53．0％を掛けることでも求められる。  

※家庭類型の全体「100％」には、他の家庭類型も含まれる。  

※Z「放課後児童」の利用意向：就学直前のト＝4年生の利用意向を用いている。  

＜参考＞就学児の利用意向を用いた場合  
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＜介護保険法＞   

（市町村介護保険事業計画）  

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画  
（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。  

2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

－ 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象   

サービスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対   

応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総   
数その他の介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み並びにその見込量の確保のための方策  

二 各年度における地域支援事業に要する責用の額並びに地域支援事業の量の見込み及びその見込量の確保のための方策  

三 指定居宅サービスの事業、指定地域密着型サービスの事業又は指定居宅介護支援の事業を行う者相互間の連携の確保に関する事   
業その他の介護給付等対象サービス（介護給付に係るものに限る。）の円滑な提供を図るための事業に関する事項  

四 指定介護予防サービスの事業、指定地域密着型介護予防サービスの事業又は指定介護予防支援の事業を行う者相互間の連携の確   
保に関する事業その他の介護給付等対象サービス（予防給付に係るものに限る。）の円滑な提供及び地域支援事業の円滑な実施を図る  
ための事業に関する事項  

五 その他介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を図るために市町村が必要と認める事項  

3 市町村介護保険事業計画は、当該市町村の区域における要介護者等の人数、要介護者等の介護給付等対象サービスの利用に関する  
意向その他の事情を勘案して作成されなければならない。  

4 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人福祉計画と一体のものとして作成されなければな   
らない。  

5 市町村介護保険事業計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって要介護者  
等の保健、医療又は福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。  

6 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を反映させるために必要な措置  

を講ずるものとする。  

7 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。  

8 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。  
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※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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（か所）  

※平成20年5月1日現在（育成環境課調）  
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＜放課後子どもプラン実施状況調査（平成20年3月）（保護者アンケート）＞  

児童クラブの実施場所に適切と思う場所  

46．1  小学柱内専用施設  

62．8  小芋拉敷地内卑蛸施設  

10  20  30  40  50  60  了0  
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＜放課後児童クラブガイドライン＞  

趣旨・目的  

○子育てと仕事の両立支援に対するニーズの増大を背景に、放課後児童クラブ数が年々増加していることから、クラブを生活の場として   
いる子どもの健全育成を図ることを目的として、 補助金の交付・不交付を問わず、クラブとして望ましい運営内容を目指すためのガイドラ   
インを国において初めて策定。  

○ 本ガイドラインを参考に、各クラブにおいて定期的に自己点検を行うなどにより資質の向上を図る。  

ガイドラインの概要  「放課後児童クラブガイドラインについて」（平成19年10月19日 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）  

6．放課後児童指導員の役割  

・子どもの人権の尊重、個人差への配慮、体罰等の禁止、プライ／〈シー保護等   
に留意のうえ、次の活動を行うこと。  

①子どもの健康管理、出席確認等の安全確保、情緒の安定を図る。  
②遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培う。  
③子どもが宿題一自習等の学習活動を自主的に行える環境を整え、必要な援   

助を行う。  

④基本的生活習慣についての援助、自立に向けた手助けを行うとともに、その   
力を身につけさせる。  

⑤活動内容について家庭との日常的な連絡、情報交換を行うとともに、家庭や   
地域での遊びの環境づくりへの支援を行う。  

⑥児童虐待の早期発見に努め、児童虐待等により福祉的介入が必要とされる   
ケースについては、市町村等が設置する要保護児童対策地域協議会等を活   
用しながら、児童相談所や保健所等の関係機関と連携して対応。  

⑦その他放課後における子どもの健全育成上必要な活動を行う。  

1．対象児童  

・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童。  

・その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校4   
年生以上）  

2．規模   
一 集団の規模については、おおむね40人程度までとすることが望ましい。  
・1放課後児童クラブの規模については、最大70人までとすること。  

早．開所日・開所時間  

・子どもの放課後の時間帯、地域の実情や保護者の就労状況を考慮。  

・土曜日、長期休業期間等は、保護者の就労実態等を踏まえて8時間以上開   
所。  

・新1年生については、保育所との連続を考慮し4月1日より受け入れること。  

4．施設・設備  

・専用の部屋または間仕切り等で区切られた専用スペースを設け、生活の場と   

しての機能が十分確保されるよう留意すること。  

・子どもが生活するスペースについては児童1人当たリ1．65ポ以上が望まし   

い。なお、体調が悪い時等に休息できる静養スペースを確保すること。  

・施設一設備は衛生及び安全が確保されているとともに、事業に必要な設備・備   

品を備えること。  

○その他  
7．保護者への支援・連携  

・保護者自身が互いに協力して子育ての責任を果たせるよう支援。  

8．学校との連携  

・学校、放課後子ども教室との連携を図る。  
9．関係機関・地域との連携  

10．安全対策  

11．特に配慮を必要とする児童への対応  

12，事業内容等の向上について   

tクラブは、事業内容について定期的に自己点検、自ら事業内容向上に努め  
る。  

13．利用者への情報提供等  

14．要望・苦情への対応  

5．職員体制  

・放課後児童指導員を配置すること。   

■ 放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊   
びを指導する者の資格を有する者が望ましい。  
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＜放課後児童クラブに係る補助要件＞  

1．実施主休   

市町村（特別区を含む。）、社会福祉法人その他の者  

2．対象児童  
・保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校1～3年の就学児童  

・その他健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の小学部及び小学校4年生以上）  

3．職員体制   
放課後児童指導員を配置すること。   

年間250日以上開所すること。（ただし、平成21年度までは、特例として200日以上でも国庫補助対象）   

開所時間については、1日平均3時間以上とすること。ただし、長期休暇期間などについては、原則として1日8時間  

以上開所。  

5．施設・設備  

・活動に要する遊具、図書及び児童の所持品を収納するためのロッカーの他、生活の場として必要なカーペット、畳等を  

備えること。  
・同じ建物内で、すべての子どもを対象とした活動拠点（居場所）の提供を併せて行う場合には、放課後児童のために間  
仕切り等で区切られた専用スペース又は専用部屋を設け、生活の場としての機能が十分確保されるよう留意すること。  

6．事業の内容  

（1）放課後児童の健康管理、情緒の安定の確保  
（2）出欠確認をはじめとする放課後児童の安全確認、活動中及び来所・帰宅時の安全確保  
（3）放課後児童の活動状況の把握  

（4）遊びの活動への意欲と態度の形成  

（5）遊びを通しての自主性、社会性、創造性を培うこと  
（6）連絡帳等を通じた家庭との日常的な連絡、情報交換の実施  
（7）家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援  

（8）その他放課後児童の健全育成上必要な活動   



＜学童保育の安全に関する調査研究（2009年3月5日独立行政法人国民生活センター＞  

劫個年号H5日  

洩走行政敵大国藍菜生計ヒンダーー  王 揖蜜概要  

学童保育の安全に関する調査研究＜概要＞  

：求められる珊建し嫌皇な1痛空間、格差・．凋酎軋」寵掛■・ぺり加も  

1＿ 窮まの目的   

芋童騒音一軒、†ビス く二故請漁況量健全育成事蓑↓）字）安全性搬に墳点杢■あて、ケガや等薄明弘   

達様な対応鳶禾潔鵡止に資するこJて主▲日的に、削で滞抽琵町村1し学童悌＝青郷を村染i「、到   

酢敷・〔磯良か；上苧童保育担架全性諦鯨－一声取り組みや風位的な廿帯な▲レ′；丁ノjtゝて満点キ行った 

2．敵対象・臍査事項等   

［lコ r†潤滑廿†の担当郎署脚立 も以下、ホ匠押付用筆宜）   

山 割真綿・調査対褒尭  

搬綿：皇幽1．畠1いわ匠町村山草童保育揖担当払署  

回馳：三．i33甘く回I軽率62．郎もニー  

小間肘腎伍対皐数F銘え下のとおり  

学童保育は共働き紗）小芋・当。の敢絆援の生活山塊であ▲j、羊童媒育を利粁ト5子守もナ瑠：は  

缶串斬IJL▼79万人1となて｝ている。十方で、ネ・用モ児童書まむ牛三て入を超しモてぶ†〕、働きながミュ下育  

丁をLたいと戦う国民こt〉両立＿吏捷舐）た裾こ£：、要庶が高まっていうユニ鵬8牛三勘丁㌻蘇iく一線．拙家ゼ土  

田軌l農生者愉宥）を決定し、10年後払〉日匝ノ二L．て「放滞後児童グラブ¢二麒都合を1粥最汗1朝里  

、∴「二心〔咽線素軍ふりた糾こは、、一利働酎鳳傾倒入線朋勘 ヤLている。   

国民性活ヒンタ・叩がコカ？年度に羊飽Lた学童保育♂1英世く二脚‾る貌査賠繁ヒか〔Jふう、し、定員超  

そ出梅設は3軍略・埠i、子どもは終づl三儀箋i丁稚耳）込まれ、′巨活環境iま過符揖態にぁる。学童保育  

中直ケガや事故¢）連絡を空けた神教は．豊玉蕗ノ▼拍デf漆に年阻で三万糾克く；∴Lるが、契約者や替棺  

瓢・▼は碑桓ー）平幕肴（キ）免千¢1記載があり、よた、洛青糠や紺青順に未加入¢）施設があう  

セナノ、瑚坤や事故接出札にも開魅がみられる〔   

二こ↓rj．Lうな中で．主よ惑西門費生活センター「には、学童扶育中て早）こん；十やく7、iノご－ト1二▼L．る窒  

息死亡事例や浄机事例な．ソ．学童保育蹟：・安全性確踪坑欄点かij見逃すこ．1てができない五大な事故車  

消費て鼓痛相談も寄せられてい急（全図消費受講清浄ネットソーート〆一束テム Piiニトぷ汀l．、   

そこで．今回iま終に苧皇粍育巧）安全面に柴点をあて、保育中直ケザや事故ば上下，ナガ・事故1l  

一’・小藩釘な．科己ことその未然防止に資するこ、ナを日約に，皇l卦プ噛始終硝琵F湘て事i二軍し＿、利婿者  

しり軌再」から学童保育出資金侶：確経の歌り組みや易経約な対策等にづいて潤査を実施Lた1立た．学  

童洋育正確常上体・鞄殻に対t＿．、ケガ・事故の陳苧砂上，、未然防止策に一－．かて；旅立を宰滝…＿〈た，   

二れ〔＿．を紹まこそ、う与：重態駈、手l二会韻祉、学童保育直音専門家と法律家三∴L萎「学童騒音む安室に  

関する研究蕊」し夜長 松輔羊lこ 放送大草戟捜：きを設直L．学童緩膏サ←七つ成増全村矩の礪  

やあ11方などに√穴、て棟討を虫ねた十綽繊児童の皐さ∴紘掛1追究化を解消するた軸ニ、皇的な尭  

賽を約樅とLたう責，で、手㌣も正境金持隆二・りたぬに施臥一行改－－、む∈1て、≡ト一成磯窮ゃまヤ東た   

l ナガ・事故惜軸を心地t＿．．事故予防－‾」ンけて検討、＃毎fヒをL司る  

二 子ども¢培皇を守るノ呈ご腐空間亡触・ヨ糾惜〕を練掻し▲ ム、敷亡〔〉清正化を園▲蓋  

3 指導員明紀置、雇用条件．硝修制度、辱P欄ヒにむけて，（り改善等が必要である  

ヰ 歳弼t規則等において安全面での楔定を若芽iう．賂鼓二・り解酢∴む盲ナ射敵ま捜を虻禿一卜う  

5 災育共済給付制産ミを学童蘇育にも適用する   

報告青書ま8寮か；♪なるが、上人下、二王に市区町輔弼宜レヒ施設部宣㌧一■Hき結果お⊥て．ド推斉しり概要を軽蔑する。  

け象鞋   画有数  回収率  

1一＄11  1．13ユ  I良二．即対  

東京都区部  ヱ3  ；0   は7L臍陀〕   

‡7  14   r配．ヰ？乙）  

7砧  5那  l鎚．ごtヲ♭’1   

1、C鵬  5霊  i5軋9q抒）  

酔奇術討手】を以下一政令舶  

そ和地むrfl  

町妄J  

沸立坦域：皇⊆岩  

泉主軸期：2仁雌牛さ：月、9トl  

船方法：郵送調査  

船中さ   

芳学童保育の実施状況、運営状摂n 中途退所さ薫三豊数  

芸術生管理、防Ⅶ】、鋳災、ケガ・事故増資基準、取甘組み  

亘）ケガ・車齢）翻己二〔情報堰無、分檎．再秦防止－・＼揖取畑払諷  

ふケガ・事故の節操、報告  

這：ヒヤこき・ハ：・√トの記録、報告  

茸洛蕎柵・轍鮒闇債粕細粒血仇離乳 毎袷肘錦城L＿丁こlる簡婆壁哺無  

芳ケガ・事故む防止や対tぉの機点  

暦学量扶育こ礫全性諦酎）ための取Iこ・組み  

（：   

（3   

摘   

t5  

ニ腫年5甘一事宝労鮒ペ  

ニ国東封肴センター∴学童f鞍育の窯阻i・鯛に饉ナる粥玄研究二 e亡髄牢二Jlニー  

ニ幼稚雁‘保樹・滞の管理下において寵児・兇変▲、繁接がケげ，死亡な、1上帝J’iこ賓についてfよ，  

撒い 口車パポーーツ鮎興亡ンクーーによ香．甘熱勘鞘計消1寒が違印これ 去止、■払正を㌍臣・ず加入‾・ごきる¢  

1  

l耗註喪健とLた章藍保育は、児童洛祉法票も睾の2に定める 廿革隋こ就学L‾ごいち泥藍であ一って、そしり  

礫農哲也巧珊等により捌こいないものに、青黒乃箪“r渡に適切な荘びぶ上び隻語の認を与斉－ごその健全  
な音義を園が放課後児童搬育成事業く灘欝簸三・宅豊クキてr・であるか児童莞艮；9、Jぷ下、濡1て朝生を受け  
て∵－ないものも明宝対象jニ含むふ  
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皿 饗臓のポイントと捷t  
倒 その他  

縦線果ほ、全体集計および糖区町村の種類別（東京都店迩」政令璃、その他の蒔、町・  

村）の4区分の♯計iとした。市区町村の担当梯と船との対縫こなどにづいては、遵  

欝主体別（公立公営、公立民営、氏立民営）の3区分の分析を加えた  

［2】学ま険膏連管主体・施政廟査（以下、施勤隠   

（1）轟庸洲憺瀕・¶査方法・樹  

学童保糊膏重附こ対して面接れ査を行l＼新主体傘下の顔別騰がに対して賦別の  

「ケガ・事故Jrヒヤリ・ハット」た特に閲してアンケート女親した個  

① 甜査  

＃査地嬢・対繊こ1全国・8運営主体  

逓激五体（傘下の蛸紺棚は以下のとおり  

些毀蛸蔭＿．＿＿＿‖＿＿＿！．」変乱  

ⅣPO法人      4（応施掛  

劇！藍脱撼L．．．＿L．土払馳．．．＿敵」剋奴  

② ♯測査：対象数1¢丁搬  

アンケート轍：沖施際（妃．E％）  

帥）紗」の回答艶は以下のとおり  

公立生監＿＿．．墨＿．＿  

生起は＿腰＿  

氏姦塗蔑＿よ」．．．＿…且．．望  

¢）れ査特期：2∝岨年8月－10月   

¢）i血書項  

（D利用児童数、中途退所児童数  

②相槌囁哺瑚、槻．中途退繊状況  

（謬ケオー事故の妃畿の有無、醐、項目  

④ケガ・事故尭生状況の内容と特撫、蘭究明・事後対策の状況  

⑨ヒヤリ・ハットの鰍具体的事例  

⑥保験の加入状況、事故・ケガ時の保挨仰鋼慄  

①ケガ・勒防止や妹の間観点  

⑧学踊の安全蜘蛛のための取り組み  

1ケガ・桝を廟し、事故予防へむけて榛封、共著化を増る   

学童際瞥において、こんにやく入りゼリーにより死亡するという事故が起きているホ   

醐から、①ケガ・事故の脈報告状況 ②ケガ・事故慣習躍明暗卜分析、信  

用状況 ③ヒヤリーハット事例の収楓馳1らケガ・事故の載録状況む検討した。   

く市区町割■土＞  

（l）ケガ・酬ぺ件数甜氾7年度）はほ8設捧、うち入鹿鄭1乃樽  

（D 一触1らケガ・酬告を受けでいるJ自肺臓．4％であるが、一変けmヽないJ（受   

付体制即ない）が1＄．】粥も   

受けていなl磯脱があるのは∴政令解題＝僕、区部凰乱そ榔2且3％、町村1且台‰   

② r適眺重なケガ■事故Jが報告対象の邑弛匪は謂．7％、   

連常立体別にみると、公立公営9L3％であるが、公立民営釘．9％、足立民営弧3‰  

（罫公追丁年附こケガ・事故の尊貴があった延愉1之批俸である血   

運欝主体別にみると、公立公営払1論陣であるが、公立甜も3皿件、箆立民常混件．   

㊨入院が1T9仲仕．4％）、このうち死亡は1件（仇仇％）である。   

遵常重傷別で軋公立公儀1訪件であり、公立民常亜件、民立民営u（死亡1謝＝阻  

楽 河川で甜中∴水＃事故、ス飽こ死亡し虹 は年生、男児）   

（顎 「件れを■新しているJ娃半脚  （園l）   

¢イ施毅から報告を受けているjを運捌別にみると、公立公営汎2％であるが、公立批   

関．3％、段丘眺瓜4％にとどまり、公立と良江でほ市区町打の受付珊こ羞がみられる勺   

② 一定型のケガ・事槻旨暮があ別は弘耶紅蓮常五体別にみると、公立公営は訂．6鶉、公   

立民ヨ削ま軋ヰ％、民立民営は1象払   

③ rケガ・事故の撒を集計しているJ拉亀6％にとどまり、「情報身分附し、電設・利用者に   

軌は幻．棉最ことどまる。相計・分析・提鮪こ献立体別で塾がみられる。  

■Ⅰ ■融捧ホ▲の事♯集塵tの＃応（暮t主体よ）  

○  勤  l飴  

▲汝からケガ・事tの■曽を彙I1111る  

邁のケか事韓●■書棚も  

収｛したケガ・事蠍の職を鼻汁しnlも  

帆たケガ・■帥榊を分翳してい鴫  

情■酬し、暮薫・棚書に1供していも  

ケガ・事■畦■濃♯の∫ぜで鵜し¶lる   

†■■扮離し，■■へ職、榊に綱鳥していも  

惰蠣腹分♯し．■■麟上t書立てていも  

貞 回答があった1．133市区町押野うち、学暮録音を馳ま1．瓜2であるが、同一自治研で2横臥上の運営  
棚を夷簑Lて甘、る場合があゃ、運欝ま霹堵l膿汁の延べの自漁馳ま1．3髄となも椚の傾こ  
より 圧払1と托叫、え」の新主桐在している棚答となり、金肺合計がl腑％を超える．  
8 苧暮隈打で碩隋恥i子ども連の遊びや生活面での樹成を腐っている．現任のところ公的に資格があ  
る駅ではないが、鵬士、畿師など増枠としているとこ与がある。脚も棚であり、蜘こよ  
り、遡こ罰時間批の毎F州と、時間l削胸の㈹・アルパイH静導員ガい軋  

3  
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2 子どもの安食を守る生活空間（施設・投■〉を確保し、人裁の適正化を図る  
3ノ ヒヤリ・ハット事例を蒼己録は傲畢，報動こは公・民で格差  懐l：・  

三郎丁時空調査で私大懐佐fヒで棚が・、一人ひンりげ汀と’らを把赦す呑章）が肘欝になって．1る、  

羊どら河上がお青い恥最新を知らない拝辞．上なっているこ、トが安全面で開嘲J▲町き見が．缶てイL   

ホ琵町利潤重から、ケガ・事故事例4ぷ三件について、鼻fヒL．恕嘲札束柑L状況、規所を、  

磯雄査から、ナガ・車扱朗止や軋とt＿．て考慮すべきこと、設備の状況などむ検討し、た∩   

く市区町村講査＞  

押1年嘉男児のケガ・事故が多く、15時～け時のケガ・事故が6割   

ぼい性別＝学年）Fま男児が多く51▲ヱ？もくうち、l奉告乱丁一品、コ車牛丸了・：・・；、】、女勅土ごき＿7tl・ムてある二 

②ケガt事故が愚生Lた時間は「16⊆廟が慧▲3てさもで最多、以下、「15鴫j が16．郎ふ、「17畔1   

が13．6％であil．各学年が施掛丁揃う時間牌♂二ti5時～王7時巾ケガ・中一性差；矧5■ヲ沌・占めう＝  

ミ2二lヰ1人以上の施設で、ケガ・事故は通院日数・入浣8数椚熱軌ヒの傾向  

（‡：一桁紆の穣度器．「通院】が77．4ワもくうらユR以内が弧9うも、ユ渦閥㌻’け．i郎♭〕．㌻チぷ着」がユル㍉   

lうち、3剛二1角弘酌も、7日以卜嘉．耶も）、r砥粉でゴ伸jが4．5〔‰、下軸は17．粥Lであ．うー   

漂・TJ給わ症状需、「廿新・脱矧が浪3鶴、し最多であり，「f頂・鮒Jは27．5tヲ▲㍍で．決る．   

i脈†ま「打撲■捻捜」jエさでふが多く、竹折・脱臼Jiまは．右りiであそ・。  

・意＝恐察一1）穂虔は亜人以下の施設で技．通院の報告ほi通境3R主†柄lが5臥9竿もブ一挺扉の比率宥   

和、（下村除く1．、しかl一、死亡事聴t：ユ絆）が起きてい■5。  掴Ⅲ）  

r通院7日主ユト．い且現員十和＜朝地給仕罰．訳ム、アユ人以卜測恕酢㌫激即・。であり、蔓lり．．   

以下11ウ．C摩コ〕に比べて、通院．入院日数ともに日数が掛▼、比率が高くなっている。  

卿地掛か〔′射肺に報告されたヒヤニさ・ハニニ．ート事例移歎鳶ほ伴 し泌祈年薫㌔  

一語ヒ膏づ・・へソト事例を「鉦沿体へ轍告Lてい委」州士ご5．1モゝらであるが、そ＝・り再蛋別ユ公立忠絆   

か，0％、公立民常17．3巧も．蛇立民営右．1？ふであil、公一托で格差かみられ息  

衣J ヒヤリ・′、ソト事例の取録・搾蕾  

主体   公立公常  公立民密  軋立代常   

ヒヤゾ・′・、：：ノト事例を棟   28．1％   邦」悔   ヨ）．ユうら   1ア16誓も  

搭、、雑告している   25，1％   29＿研も   1手．3？ふ   6．1て！も  

終、J仁）報即こ黎   241〔倖）   三6コ   76   3   

く施投網漆＞  

lエ「ケガ・事紘（通院が必要）を祝軌iま監酌も塩止k】粁机．3・てh、莞〕土民弼祁．7ワム、毘立罠常．霊．ヰ仁ら。】′  

‘£昭甜皐へ軸乳は即，7佃∴レどょる∈エ立上常温7？。、エj士民常6l．昭木tえ出藍解式．酪立   

願のポイニ用   
字童保育行陵はl††匡叫利伸力毒が大きく、情報4慄や安全材帯が不十分なとこうもご；；、なくない．   

臓弥畑拍畦‖漕ケガ■事故を醸Lてし、る。市区町村ノーヰ磯告一ミ公常がウ5．7？去にヰラぼるが、民  

営ほ絹針瑚打線にナ守りIつ、l†f匠町村（1－【く常¢）情報叫温熱率が放くゝ寮懇を把握できていない余   

小暁闇泡設が番い民立民・純などではナガ・事故しウ冠録を1∴いても、布鞄苫旨が事尉官郁を弦史熊rj‾  

ることは詳し｝，く、情報収組こはホ区F拝粗略年が必要である√   

ナガ・事故直†斉朝を幾許Lているl柏毘呵判1ま半詔東新にた．ン’まi．）、穂を把蓮LJていないこ十が  

明らかミレなっている．－ 土た、髄告を受汁てら検討、分析L＿た情報をま恕許・利用者パ割勘＿、架橋化  

を回る肘）組み蔓・している市田r村は2椚∴台にとどまるn情報与一分析Lト指導員：相田斜・雫晒江た  

り、単発的止帯を立てる史でとこ雫二）ていない巾匠町梓が多い1   

情報明電農、分軋研一＼むiづて検討、儒教ミ〉公開・恕射ヒが極めて正妻であるlトい．‡る誉  

【提言】  

1．ケガ・事故を千路し、再蕉を緋止するために、㍉f匠町紬ま遵粁形態¢〉軸柿を潤わザ、ヒヤ：j竃   

ハソト事例を菖舶音軸享■収骨するニ，±が盈畢であるニ  

コ．1闇jl打払報告を受けたケガ・車扱を無計し、その内幕を分軒Lて刊笹■再帯鉄血瀾ほ・捧射   

したう▼キで一能泊 ・利鞘常に公開卜 情報中共咽り組みを進めることが聾丈れる。  

3、そJjLで、手どもたちの鰍横棒にむl†て、柊羊的な分鮪が可誕で、多く出自鴻僅一庵設が   

利用できる照明された事故報告ブナ…マ：′ト釆磯村を行うた   

ケガ・亭稲駁漉丑ための施設・環境の具体的な卓望を出すたれこ、在中、事柄を収應■分析す   

うシステムを作り、そ狂）ためむ責騒を持つ槻こ鐸署の榛討が並婁であるた  

4．現在、凶拙著総会の消書者安全に開する検討委員急にお十て、消費者事㈱を収照・分   

析・常倍するた勅勘システム碑鶴きれておIl、事故儒寵ヂ叩夕べンクシヱ）構築．分析ヰ＿サト   

ソーク¢）形成などについて簸討されている。収集し〉た－データを遥iこ菅野㌢るだけでiまなく、可能   

な限り事故情報を開示L、再緊防止に一｛ユなげるンステムを作っていく必要がある。  

ミ3：l発生場所は「施鮫屋内」がL餌場怜で最多  

1′〕二∫発生斬摘l総「椒斯iが1息T％はぎ相伴1と最多であり、ほig珂数壁Ir椒巌軋吏．3ワ。   

は9鰭削が続く、モの他は、礪醐軌5．1％漂泊件）、「盟所・婦宅t3▲7恥も1沌招来  

思量内で揖ケガ・事故は「歩くj、「立ちLがるjなど卯動きにより㌻ぷつかる」り空戦」、手．ノも▲   

岡上で遊ぶ、ふざけるなどの「その他玖〉裁て、ぎー行軌が39．折もで最も多く、以下㌻称熱が15．那杭   

「トラプ亮■けんか三言まき＿4巧】ムであり屋外よ～）良4ポイこ一卜高い。  

1語「ま嵐▼工員■刃物」にエる■ケか事故が74倖ある丈二、狭く過密な脚で，雑Ⅰ号1空って   

いを亨・どもの良港が翻さる∴ナンかて懲掌を刺したなどく（壌溝関連が盟盟．と半数む楷え嵐  

】音jトイレ串ドア、立派や釦蔓のドアの開け閉めの脾や1・脚ヒなどに起用したケガ・事故も丸S▼．   
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3 榊1の紀暮、1用兵件、楓、書M膿北にむけての改讐が必■である   ㈹腑ま膿7叫ことど蒙り、運営主体によって差がある  

触の勒の脚を行っている」は洪．7％である札公立公酌ま37．晦、公立鮒注  

汲4％、民立托常ほ1長．3％にとどまっている。   

く撤＞   

圧〉「ケガ・事故の防止や細谷の鴨と感じることjの上拉は、r椒の決さJ8乱8％、一児圭の過   

密・大規模勉姐鴨、棚の人数不足J脇5％、†子どもに鋸ミ届かないJ瓜4軋r、萄朽   

他鮎．ヰ％、蜘の不且剖乳3％、r…逢・肋ミ不安動乱ユ％である（撤回答）鶴   

②棚の状漁では、「蛸勤は諷8％ある軌以下．Ⅶ理スペ←スj打、き％・．「専用トイレ」  

7石．粗．「島外の遊び軌61．6％にとどまり、「榊スペース」は8．1％である（複数t甜．   

③ r苧蜜際膏の闇操のために必豪だと考えていることJで軋「適正な規模で整備昭針打j％   

あり、蓋正な牒としては1椒r40人以下】が鋸．帆「TO人以下jは6．ユ％く無回答比7％）＆   

脚酬   
学童県書細け行駄が活発か嘲力の未成熟な′】、学校低学年の子どもを中心とした生活  

の♯であるが、ガイドライン†で望まLいとされる亜人以下の葛餅は亜．2％にとどまっでいる瓜   

ケガ・事M児、彿こ1年生が多く、地紋内で起こる事故をみると、㌻椴・測」によるもの  

が呑もヽケガ・事故による通院・入院日数が、吏人臥上の縫紋で長くなる儀向があるさまた、子ど  

もの人数の多くなる16噌l弥珊にケガ・事故の薫曳が欄申している倉   

淵で軋 このよう細部棚匝王子ども塵のケガや事故にも影  

響しており、防止や対岱明闇腱として穣すべきと考えている。   

大棚投での地震日鰍する傾向は、安全を揺るがす闇として放置できなレ＼  

子ども酬・危脚も現場で対応する指導員の対応によるところが大きいが、盗犯丁年  

鹿…員の給与水準の赦さ、芳敵陣、配置や資格基準の未整備が闇とLてみられた．   

施股鋼査から、指導且のだ置状況、削、髄こついで、醐蓋から拇鵜の  

安全面に闊する研鯵への取り組みについて検討した疇   

く珊＞  

川 榊1の鷲■は、舶鶉1が軌ヽ   

糾の鯉（平日1地毅あたり）は屯9人、うち常幸駄鮮且3人、糊が之8人である。  

草）1年間の中速鮒1は13．2％、糊の中棚紬tさい   

1年間の中洲肴のうち、常軌は＆8％であるのに射し、非常勤指導員は1丁．餌乙であ   

り、3年引こは甜％台まで練る。   

年間の中途潮着（斑貯丁年度）牲公立公営でiま脚員0．0％、非脚鼻▲2％である占   

民立戌儲Iま中途退職者が多く、常動橋明月月17．粥も、非脚見では71．¢％である。  

8〕ヒ丁リングn量では、「日替わり餅では手どもの名脚Ⅷえられないjの実鬱も  

r新人指導員が子どものストレスの撞け口になっている」、r日が届かない」、r政策企で潮見   

のなり手がいない」、「非常相見の研匪働i無い」などがあげられ虹  

く市凶Ⅷ＞ 銅生管■などの安全面に翳する事鱒■の研靡・鮮醐に格差  

【珊  

1．子どもが舶で生活する場であるので、空間・広さを鵬L安全・拙熱血する倉   

さらに、棚敲封ヒ防火対策、防犯様など噸肘を行い、子どもの生活の場にふきわしい  

叩となるよう豊鱒し、手どもたちの昏仝を守る脚を確陰することが必要である。  

2．学童良書に軋椰にふさわしl明・遊びを豊かにするために屋外の空間も必事になる。   

一方、トイレでのケガも多く、古い、臭い∴艶が不連などの鴨があり倣と整備が必婆である。  

3．椰子どもが様々な活動をナる学附こj動ヽて注、子ども同士が顔や名前等を覚えて交   

流しあえることが大切であり、lクラスあたりの子ども教の適正化が必要である。   

子ども鰍も防凋恥よび附帯の安全対策容積鑓させる軌こも有効な要件   

となる．向一冊のクラスを置く場創こもその点を十分に綬▲した条件盤騰が必要となる。  

4．一拍人を桜えると、綱にならざるを得なくなる機会が多くなる。掛蜜では劇   

人以下の燻鉄が望まLいとLており、轍ナるl払陳としての人数を劇人までとする必要がある。  

5．神職児童対策として必要とする子どもが利用できるだけの瑞醐であるが、安易   

な大帆ま安全を経るがす大きな開場が生じる危険性がある。子ど†、鰍£榊員の   

人数や拙を加味して決定ナる必要があるふ  

掛のボインH   

学童保育の指導員の通・1脚門資隅の欠如が、子どもたちの安全に大きな影■を与え  

ている。非償勧指導員が多い現状では、多様化する子どもと保護者；【ズー、〃）対細i増え、  

中途潮音の多きは子どもへの対応の面でも不安定さを増大させている。  

【捷1】  

1．学軌一人ひとりの子どもに対する脚での封防が必≠とされる場面が少なくな   

いa安全面へ嘲や事業の円滑な運営のために軋安全■酪吊こ隷払を持つ職員として、専任   

で常相見が常時配されることが必要である。  

2・ 学童保聯の鑓ゝ雇用魚体、間を改姜L専門普給料際る中 学孟保育鮮魚の専   

門書恥ないが、書門資格を作ること潮見の置かれ¶ヽる現㈹条件を改善する突破口と   

なり、子どもたちにより充実した学童険育を提供するのに資することになる。  

3．御免の研修・柑の実施状況に塞がみられるが、市区咽えた研修・桝酬  

築し梅毒棚を図る必要があも   
T r搬児1タラブダイドライン」卸年10月 ■生方角省）  

丁  
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＜施設課査＞  

用ケガ・事故の防止等で考慮すべ書は、「施股の狭さ」「過密・大朝化」「持場員の人数不足」   

ヱ1「掛壊さ」5慧．6やふ、「施設郎＿軒朽化」麗．ポふ「詳細の不見合卜鎚」％潤㍑巨   

震－「児童の過密・七現摸触姐鞘k   

憲）1衝萌眉世人放下軋！隠玉巧も、「体制い主1．4誓も、「軸心・研俸」慧パ睾．  

・宣，「匂娯な塗て．仁一・－三・て〉．頓之こJ盟jまジム、「丁．ソむiこ日が閣かない」ヰニし4誓・Å、．   

ほj 安全確保のために必螢なのーま、「適正規棟で整胤「ま話重の広さ」「請導員研♯」r予算の帆   

〕ニー！適正な鴨経で整（軌77．古％〔  

・、昆ノ r竺妻で孫・箋み雨情ヰ〉拡充」了さ，長t払＿   

ヨニ・「閣員の柵陸・資葉肉Lj軋鍋；，「指草魚¢増員t勤拷体制しミ）改善」73．7（！汀．、   

斎【㌻安室・新生村雨申子算増蘭h坑＝彗、【安全蘇生卯マニュアrL・怖直い弧骨拉   

叩・∴轟い－．ニー〔   

大半貧相沿捧に意」ぃて学童保育咄全席で二王鳩定を設けて∴・、ないニhは」酔生管可L防Ⅷ．睨ら、  

ナガ・事故咄全頗に対する関心琉吋Lさ、五重標注〉詩織卯ヱ噛nを梅軒っている「   

鵡那廿「の施設と¢1連絡掛取栴肇邑㈱や予算正」計Lなどわ安生而で）エ瀾与tr公立上潮、公  

正民新二蟻意罵倒成増珊雁犠打・Lf〕格凄があるが、芋童保育に通う皇て卵子ヤもが焦点・身障等小  

安皇を鮨蒔きf◆Lた緑青祭覚を与えられるべきであるニトは当然である八   

草童保育¢さ生活空間において、尉川辰lこ攣旨会すら脅かさ九ている横領ポすみやかI二改善し，公約  

ヰい一ビスキLて学童保育行政を凄化するi手蔓がある、  

4 条例・規則等において安全面の規定を設け、格差の解消にむけ財政支援を拡充する   

学童保育iま、そ¢職立規や鮨革の違い、市区町揮に⊥り運常基準担税定や適用などが兵茂る   

市坪榊領主から、印安全面に関L∴衛生管理」防Ⅷ」腔藩、ナか事故の各項Bに一．jいて、  

垂何一晩削等で何ら乃耳）定めがあるか、また、実施L・ている対策、鑑＝手盛退所児童穀せそ鍔瑠姓、   

りー印州濱査と施設耽套から、く二3）ケガ・事故¢献血や対産：び瀾増と1▼．て考那－べきこ王、  

ほ巨安全藤様項た裾二絹1二号ヱている二十、！丁｝・ノいて検討Lた   

＜市区町村研蜜＞  

川－1安全面に閲する条例・規則寄が未酬のままの運営   

～‡二1苧亀障育の安全面に一ついて、衛生管理、防犯、附毎に一・〕いてた「観モが．ない！がいずれも7畔打  

耐練を占め、「内怯」があるが音訳澤灘磯圭七と■上るホ  

：諾：・与か事故にノ穴、て、「規定がないjが弧畔㌫、㌻軸削があるは慧．二％、憧例」－まC・，ヰ・‰   

3ノ「最大定見を沈ゴーているj516％lうら、粛旭下義．4％、7ユ人ぶよL皿8％）、；いいそj53．1l▼：；ゝ  

（り榊2 ケガ・事故や衛生管理対策など安全面の対応に運営ま体の公・民で格差  

謎 中途退所する児童が調．馴博人にのばる  

・‡・中途i漸者数卯固有があった自治体山一簿0では軌惟朋む一三3．丁‡？▲わが中毒退所していう1  

意両区申けf把握¢〕主な漸理由 亡複数匝郡札「保護者が週軌76．0モも、「転軽1弧5モ：ら、「学   

童i二なミニめないJ23．7で・も、ト糾用有閑㌦■小ラブノl－jぢ＿S？も、「撫育相生ul〕㈱」3．斬らt 

く3）ケガ・事故の防止等で考慮すべき軋ー施設の狭さ」「過密■大規緩†山「指導員の対応・研帆   

Tr鞄説げ壌卓」収1？・ふ、「施設の老朽化」慧＿駅長．鳩灘粧草屋倉17．計石屑通扶  

明増結鳩僑・大規模化」新一6‰  

～‘3く【す御免わ対托こ・研偉j3且ユ讐も．「人数下狛：息郎ム、rf寺璃j」王ら．4？転  

［提言】  

1．邁常解願軸糾を問わで、安生河で十分な配慮と卒赴鞘涛止射た緑つ伸潟1作りをすべきである。   

重刑・税別苓において登全面の晰・鰍†るこ上が取り組み沃浦…弊であるn  

コ・そ且）Lで具体的な安全基準・事故対絶二基準を国と自治体巾膏f圭で作成すべきである。   

乱立托常げ）射であってむ、学童騒音ほ公拙の希レ、施沙である章〉で、軌モ自治捧が寮生基準・   

拙t基準叫声戌に関与するペきである1  

3・楠級児童が多数いる∵方で年産途中で過疎する児童康．う15ノ」はそ～tをL回∴，ている－．保   

育所ふり鮎；r、保育時間ノ∧・イ）延養対吐こなど、虻芳崖援の踊、〔Ji）内容拉熱1）検討が必要でれも  

4・蓮常土件やl脚「抑ニュる施策や遵降給況にある格差を是正」．叶山一ビュ小官の拡充軋ヒめ；∴   

園と畠欄ま嚢轡場畢   

であうくそ膿必要とする子どもが利用できるだけ直毯鮫数の増加が急凍であり、鷺の確昧に   

開Lてら安全・恥生河に加東て、阜抹な了どむげ、）鰯ニーズに淘結する静・発睾賞｝紛濃やパーJrァ  

リγ化なども推進されなければならない。  

5－す／てての膏慣冨㌻打が学童緩育行政を十分に繊巌させる尋こほ、都過行県や相生体とL，て、帥乱   

入線情報収熊牒不一▼叫礪川軋みへ哩杢凍が不可欠である－が漉瑚月刊粧闇料簡酎・十   

関与わ騨Lが吏1空であり．叫定規掛）立替指Mi品碧tなる1  

10  
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